
社会保険 いばらき　2013.2月号 ❻
発行：一般財団法人

｢初雪とさざんか｣（撮影・茨城県立歴史館）：日本写真家協会員　藤井　正夫

健康保険・厚生年金保険の加入もれはありませんか

●年金と税金
●国民年金保険料は口座振替が便利です
●職場の健康づくりを応援します
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職場の健康づくりを応援します

事業所で、日時、会場の設定と講演等の内容を定めて(一財)茨城県社会保険協会へ申し込みください。
なお、講師の都合等ありますので、１ヵ月くらいの余裕をもってお申し込みください。

　(一財)茨城県社会保険協会では、職場で働く皆さまの健康管理と健康の保持・増進のお手伝いとして、次の事業を行って
おります。「健康で明るい人づくり・職場づくり」のために事業所内での職場研修に是非ご利用ください。

申 込 方 法

一般財団法人　茨城県社会保険協会
TEL／029-226-8005　FAX／029-231-2522

〒310-0021　水戸市南町3-4-12　常陽海上ビル８階お問い合わせ
お申し込み

体力づくり
講習会
体力づくり
講習会

健康運動指導士を派遣し、
健康体操等の講話や
実技指導を行います。

健康づくり
講習会
健康づくり
講習会 費用は

無料管理栄養士等を派遣し、
ご希望に応じたテーマで
講習会を行います。 (一財)茨城県社会保険協会

が負担します。
テーマ

●病気の予防
●生活習慣病等

テーマ
●病気の予防
●生活習慣病等

一般的な年金相談に関するお問い合わせ
（東日本大震災で被災された方のお問い合わせもお受けいたしします）

「ねんきんダイヤル」

050または070から始まる
電話でおかけになる場合は

受付時間：

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

月　曜　日
火～金曜日
第２土曜日

午前8：30～午後7：00
午前8：30～午後5：15
午前9：30～午後4：00

03-6700-1165（一般電話）

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から
おかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「03-6700-1165」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

0570-05-1165（ナビダイヤル）

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」

050または070から始まる
電話でおかけになる場合は

受付時間：

※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

月～金曜日
第２土曜日

午前9：00～午後8：00
午前9：00～午後5：00

03-6700-1144（一般電話）
0570-058-555（ナビダイヤル）

「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、「ねんきん特別便」及び
「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から
おかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「03-6700-1144」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
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日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に
常
時
使
用
さ

れ
、報
酬
を
受
け
て
い
る
人
は
、国
籍
・
年
齢
・
給
料
の
多
少
・
年
金

受
給
の
有
無
な
ど
に
関
係
な
く
、健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
て
も
、七
十
歳
に
達

し
た
人
は
厚
生
年
金
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
、健
康
保
険
の
み
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、健
康
保
険
は
七
十
五
歳
に
達
す
る
と
資
格
を
喪
失
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　「一
日
ま
た
は一
週
間
の
勤
務
時
間
」お
よ
び「
一ヶ
月
の
勤
務
日
数
」が
、そ
の
事
業

所
で
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
一
般
従
業
員
の
お
お
む
ね
四
分
の
三
以
上
あ

る
場
合
は
、パ
ー
ト
従
業
員
も
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　た
だ
し
、日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
人
や
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
人
は
、被

保
険
者
と
な
り
ま
せ
ん
。

　派
遣
さ
れ
た
先
で
就
労
し
ま
す
が
、派
遣
元
が
労
働
者
派
遣
契
約
に
基
づ
き
労

働
者
を
派
遣
し
、報
酬
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、雇
用
関
係
は
派
遣
元
と
労
働

者
と
の
間
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　そ
の
た
め
、派
遣
労
働
者
に
被
保
険
者
資
格
が
あ
れ
ば
、加
入
手
続
き
は
派
遣

元
の
事
業
主
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　適
用
事
業
所
で
適
法
に
常
時
使
用
さ
れ
て
い
る
外
国
人
も
、国
籍
を
問
わ
ず
健

康
保
険・厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
の
従
業
員
は

労
働
者
派
遣
会
社
か
ら
の
従
業
員
は

外
国
人
の
従
業
員
は

●詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

パ
ー
ト・派
遣・外
国
人
従
業
員
の

皆
さ
ま
も
健
康
保
険・厚
生
年
金
保
険
の

加
入
者
と
な
り
ま
す

1年度分または6ヶ月分の
口座振替による前納は『もっとお得です』

『クレジットカード納付』について
　クレジットカード納付は被保険者ご自身から事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が立替
納付を行うものです。（クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。）
　クレジットカード納付をご希望の場合は、年金事務所へお申し込みください。なお、クレジットカード納付では口座振
替による毎月振替【早割】はご利用できません。また、6ヶ月前納・1年前納の割引額は現金納付の割引額となります。

※月末が休日の場合は、翌営業日が引落日となります。
※原則として、初めて口座振替で1年度分の前納を申し込まれた方は13ヶ月分（3月分+4月分～翌年3月分）を、6ヶ月分の前納
を申し込まれた方は7ヶ月分（（3月分+4月分～9月分）または（9月分+10月分～翌年3月分））の保険料を引き落とさせてい
ただきますので残高不足にご注意ください。

●　口座振替が開始されるまで、お申し込み後2ヶ月程度かかります。お申し込みはお早めにお願いします。
●　すでに口座振替で前納されている方（引き続き第1号被保険者である方）は、毎年お申し込みしていただく必要はありません。
●　保険料額は平成24年度の額です。（平成25年度保険料額は変更となる予定です）
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―

―
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―
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平成24年度国民年金保険料納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

※一部納付（一部免除）されている方の口座振替は「毎月納付（翌月末振替）」のみのご利用となります。

■ 平成24年度■

最もお得

毎月お得

1ヶ月分 6ヶ月分 1年度分

● 4月分～9月分は4月末に一括引き落とし
● 10月分～翌年3月分は10月末に一括引き落とし

6ヶ月分（4月分～9月分、10月分～翌年3月分）の保険料を口座振替により
まとめて前納すると、現金で月々保険料を納付した場合に比べ、
それぞれ1,020円（年間2,040円）の割引になります。

月々翌月末までに納付

6ヶ月前納（現金納付）

6ヶ月前納（口座振替）

1年前納（現金納付）

1年前納（口座振替）

毎月振替・【早割】
（当月末振替の口座振替）

毎月納付（納付書による現金納付
及び翌月末振替の口座振替）

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

6ヶ月分の
口座振替前納

6ヶ月分保険料
（現金月々払い）

6ヶ月分保険料
（口座振替前納）

日本年金機構
Japan Pension Service

88,860円

1,020円割引
14,980円×6月
89,880円

4月末に一括引き落とし

1年度分（4月分～翌年3月分）の保険料を口座振替によりまとめて前納すると、
現金で月々保険料を納付した場合に比べ、

　　　年間3,770円の割引になります。

月々翌月末までに納付

1年度分の
口座振替前納

1年度分保険料
（現金月々払い）

1年度分保険料
（口座振替前納）

175,990円

3,770円割引
14,980円×12月
179,760円
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詳しくは、お近くの年金事務所または市町村担当係にお問い合わせください。

　
国
民
年
金・厚
生
年
金
な
ど
の
老
齢
お
よ
び

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
所
得
税
法

に
よ
り
雑
所
得
と
な
り
、支
払
年
金
額
が
一
五

八
万
円
以
上（
六
十
五
歳
未
満
の
人
は
一
〇
八

万
円
以
上
）の
場
合
は
所
得
税
が
か
か
り
ま

す
。

　
所
得
税
に
は
各
種
の
控
除
が
あ
り
該
当
す

る
方
は「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
提
出
し
控

除
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。各
種
控
除
は

次
の
と
お
り
で
す
。

①
公
的
年
金
等
控
除
お
よ
び
基
礎
控
除
相
当

②
配
偶
者
控
除
相
当

③
扶
養
控
除

④
障
害
者
控
除

⑤
寡
婦
控
除
ま
た
は
寡
夫
控
除

復
興
特
別
所
得
税

　
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
九

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
生
じ
る
所
得

に
つ
い
て
、
源
泉
所
得
税
を
徴
収
す
る
際
、
併

せ
て
二
・
一
％
相
当
額
の
復
興
特
別
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
四
〇
〇
万
円

以
下
で
、か
つ
、公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
二
〇
万
円
以
下
の
場

合
な
ど
は
、確
定
申
告
書
の
提
出
が
不
要
と
な

り
ま
す
が
、次
の
よ
う
な
方
は
確
定
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

①
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た

り
、提
出
し
た
後
に
扶
養
親
族
等
の
人
数
に

変
更
が
あ
る
方

②
年
金
以
外
に
収
入（
給
与
等
）が
あ
る
方

③
他
の
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

方
④
生
命
保
険
料
控
除
、社
会
保
険
料
控
除
、医

療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　
確
定
申
告
は
二
月
十
八
日
か
ら
三
月
十
五

日
ま
で
の
間
に
住
所
地
を
所
管
す
る
税
務
署

等
で
行
い
ま
す
。必
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
源
泉
徴
収
票（
日
本
年
金
機
構
か
ら
交
付
さ

れ
た
も
の
）

※

前
記
以
外
の
年
金
収
入
や
給
与
収
入
が
あ

る
人
は
、そ
れ
ら
の
源
泉
徴
収
票
も
必
要
で

す
。

②
生
命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、そ
の
証
明
書
や
領
収

書
③
確
定
申
告
の
用
紙（
税
務
署
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
）

④
印
鑑

※

詳
し
い
こ
と
は
税
務
署
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

い
い
た
し
ま
す
。

　
ご
本
人
が
来
訪
さ
れ
る
場
合
は
、年
金

証
書
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
の
方
が
来
訪
さ
れ
る
場
合
に

は
、交
付
申
請
さ
れ
る
方
の
基
礎
年
金
番

号
が
確
認
で
き
る
書
類（
年
金
証
書
な
ど
）

の
ほ
か
に
、委
任
状
、依
頼
さ
れ
た
方
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
な

ど
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
に
窓
口
交
付
を
行
う
場
合
は
、

交
付
物
の
搾
取
を
防
止
す
る
た
め
、顔
写

真
に
よ
り
本
人
ま
た
は
代
理
人（
受
任

者
）と
確
認
が
で
き
る
も
の
の
提
示
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、障
害
年
金
、遺
族
年
金
に
つ
い
て

は
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、源

泉
徴
収
票
の
発
行
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◆
詳
し
く
は
、お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
源
泉
徴
収
票
は
ど
の
よ
う
な
と
き  

　
　
　
に
使
う
の
で
す
か
？

　
　
　
源
泉
徴
収
票
は
、老
齢
の
年
金
を

　
　
　
受
け
て
い
る
方
に
、昨
年
中
に
支

払
っ
た
年
金
の
総
額
や
年
金
か
ら
差
し
引

い
た
所
得
税
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の

で
す
。税
金
の
確
定
申
告
や
還
付
請
求
を

す
る
と
き
に
は
、こ
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
二
月
に
な
っ
て
も
源
泉
徴
収
票
が

　
　
　
届
か
な
い
と
き
は
？
源
泉
徴
収
票

を
紛
失
し
た
、又
は
確
定
申
告
で
使
っ
た

後
、再
び
必
要
に
な
っ
た
と
き
は
？

　
　
　
老
齢
の
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

　
　
　
は
、今
年
は一
月
十
六
日
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
源
泉
徴
収
票
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
０
５
７
０ｰ

０
５

ｰ

１
１
６
５
）に
お
電
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
、

源
泉
徴
収
票
を
再
交
付
し
、ご
本
人
宛
に

お
送
り
い
た
し
ま
す
。

　
お
電
話
を
い
た
だ
い
て
か
ら
源
泉
徴
収

票
を
送
付
す
る
ま
で
、通
常
二
週
間
程
度

か
か
り
ま
す
。お
急
ぎ
の
場
合
は
、お
近
く

の
年
金
事
務
所
又
は
街
角
の
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
に
来
訪
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

年
金
収
入
は

雑
所
得

年
金
収
入
は

雑
所
得

確
定
申
告
が

必
要
な
方
は

確
定
申
告
が

必
要
な
方
は

確
定
申
告
の

提
出
は

確
定
申
告
の

提
出
は

源
泉
徴
収
票

年
金
と

税
金

QQAAAA QQ

Q
A
&

国民年金保険料の納付は「口座振替（口座引き落とし）」が
“便利”で“お得”です！

◎原則として、初めて口座振替を申し込まれた方の初回は、前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の2ヶ月分の
保険料の引き落としとなります。その後は当月分（50円割引）の1ヶ月分の引き落としとなります。
◎保険料額は平成24年度の額です。（平成25年度保険料額は変更となる予定です）

☆☆　お申し込み方法　☆☆
◎　口座振替申出書に必要な事項を記入・押印（金融機関の届出印）し、お近くの年金事務所の窓口にお申し
込みされるか、ご郵送ください。また、金融機関窓口にご提出いただいても結構です。
◎　前納のお申し込みは、①1年度分及び上期6ヶ月分（4月分～9月分）は2月末までに、また、②下期6ヶ月分
（10月分～翌年3月分）は8月末までに、お近くの年金事務所にお申し込みください。

保険料を当月末の口座振替【早割】にすると
月々50円（年間600円）のお得！

当月末の
口座振替
【早割】

安心 自動引き落としで納め忘
れの心配がありません

簡単 １度の手続でＯＫ
手数料もかかりません

便利 金融機関等に行く手間と
時間が省けます

お得 早割・前納を利用して
お得な割引

14,980円

14,980円 14,930円 14,930円

14,980円 14,980円

50円割引 50円割引

★月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日となります。

★６月末に引き落とし★5月末に引き落とし

5月末までに納付 6月末までに納付 7月末までに納付

毎月、現金で
納付する場合

口座振替【早割】
にした場合
（5月分からの例）

４
月
分

５
月
分

６
月
分

４
月
分

５
月
分

６
月
分



❸ 社会保険 いばらき　2013.2月号 社会保険 いばらき　2013.2月号 ❹

詳しくは、お近くの年金事務所または市町村担当係にお問い合わせください。

　
国
民
年
金・厚
生
年
金
な
ど
の
老
齢
お
よ
び

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
所
得
税
法

に
よ
り
雑
所
得
と
な
り
、支
払
年
金
額
が
一
五

八
万
円
以
上（
六
十
五
歳
未
満
の
人
は
一
〇
八

万
円
以
上
）の
場
合
は
所
得
税
が
か
か
り
ま

す
。

　
所
得
税
に
は
各
種
の
控
除
が
あ
り
該
当
す

る
方
は「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
提
出
し
控

除
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。各
種
控
除
は

次
の
と
お
り
で
す
。

①
公
的
年
金
等
控
除
お
よ
び
基
礎
控
除
相
当

②
配
偶
者
控
除
相
当

③
扶
養
控
除

④
障
害
者
控
除

⑤
寡
婦
控
除
ま
た
は
寡
夫
控
除

復
興
特
別
所
得
税

　
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
九

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
生
じ
る
所
得

に
つ
い
て
、
源
泉
所
得
税
を
徴
収
す
る
際
、
併

せ
て
二
・
一
％
相
当
額
の
復
興
特
別
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
四
〇
〇
万
円

以
下
で
、か
つ
、公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
二
〇
万
円
以
下
の
場

合
な
ど
は
、確
定
申
告
書
の
提
出
が
不
要
と
な

り
ま
す
が
、次
の
よ
う
な
方
は
確
定
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

①
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た

り
、提
出
し
た
後
に
扶
養
親
族
等
の
人
数
に

変
更
が
あ
る
方

②
年
金
以
外
に
収
入（
給
与
等
）が
あ
る
方

③
他
の
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

方
④
生
命
保
険
料
控
除
、社
会
保
険
料
控
除
、医

療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　
確
定
申
告
は
二
月
十
八
日
か
ら
三
月
十
五

日
ま
で
の
間
に
住
所
地
を
所
管
す
る
税
務
署

等
で
行
い
ま
す
。必
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
源
泉
徴
収
票（
日
本
年
金
機
構
か
ら
交
付
さ

れ
た
も
の
）

※

前
記
以
外
の
年
金
収
入
や
給
与
収
入
が
あ

る
人
は
、そ
れ
ら
の
源
泉
徴
収
票
も
必
要
で

す
。

②
生
命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、そ
の
証
明
書
や
領
収

書
③
確
定
申
告
の
用
紙（
税
務
署
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
）

④
印
鑑

※

詳
し
い
こ
と
は
税
務
署
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

い
い
た
し
ま
す
。

　
ご
本
人
が
来
訪
さ
れ
る
場
合
は
、年
金

証
書
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
の
方
が
来
訪
さ
れ
る
場
合
に

は
、交
付
申
請
さ
れ
る
方
の
基
礎
年
金
番

号
が
確
認
で
き
る
書
類（
年
金
証
書
な
ど
）

の
ほ
か
に
、委
任
状
、依
頼
さ
れ
た
方
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
な

ど
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
に
窓
口
交
付
を
行
う
場
合
は
、

交
付
物
の
搾
取
を
防
止
す
る
た
め
、顔
写

真
に
よ
り
本
人
ま
た
は
代
理
人（
受
任

者
）と
確
認
が
で
き
る
も
の
の
提
示
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、障
害
年
金
、遺
族
年
金
に
つ
い
て

は
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、源

泉
徴
収
票
の
発
行
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◆
詳
し
く
は
、お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
源
泉
徴
収
票
は
ど
の
よ
う
な
と
き  

　
　
　
に
使
う
の
で
す
か
？

　
　
　
源
泉
徴
収
票
は
、老
齢
の
年
金
を

　
　
　
受
け
て
い
る
方
に
、昨
年
中
に
支

払
っ
た
年
金
の
総
額
や
年
金
か
ら
差
し
引

い
た
所
得
税
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の

で
す
。税
金
の
確
定
申
告
や
還
付
請
求
を

す
る
と
き
に
は
、こ
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
二
月
に
な
っ
て
も
源
泉
徴
収
票
が

　
　
　
届
か
な
い
と
き
は
？
源
泉
徴
収
票

を
紛
失
し
た
、又
は
確
定
申
告
で
使
っ
た

後
、再
び
必
要
に
な
っ
た
と
き
は
？

　
　
　
老
齢
の
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

　
　
　
は
、今
年
は一
月
十
六
日
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
源
泉
徴
収
票
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
０
５
７
０ｰ

０
５

ｰ

１
１
６
５
）に
お
電
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
、

源
泉
徴
収
票
を
再
交
付
し
、ご
本
人
宛
に

お
送
り
い
た
し
ま
す
。

　
お
電
話
を
い
た
だ
い
て
か
ら
源
泉
徴
収

票
を
送
付
す
る
ま
で
、通
常
二
週
間
程
度

か
か
り
ま
す
。お
急
ぎ
の
場
合
は
、お
近
く

の
年
金
事
務
所
又
は
街
角
の
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
に
来
訪
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

年
金
収
入
は

雑
所
得

年
金
収
入
は

雑
所
得

確
定
申
告
が

必
要
な
方
は

確
定
申
告
が

必
要
な
方
は

確
定
申
告
の

提
出
は

確
定
申
告
の

提
出
は

源
泉
徴
収
票

年
金
と

税
金

QQAAAA QQ
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国民年金保険料の納付は「口座振替（口座引き落とし）」が
“便利”で“お得”です！

◎原則として、初めて口座振替を申し込まれた方の初回は、前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の2ヶ月分の
保険料の引き落としとなります。その後は当月分（50円割引）の1ヶ月分の引き落としとなります。
◎保険料額は平成24年度の額です。（平成25年度保険料額は変更となる予定です）

☆☆　お申し込み方法　☆☆
◎　口座振替申出書に必要な事項を記入・押印（金融機関の届出印）し、お近くの年金事務所の窓口にお申し
込みされるか、ご郵送ください。また、金融機関窓口にご提出いただいても結構です。
◎　前納のお申し込みは、①1年度分及び上期6ヶ月分（4月分～9月分）は2月末までに、また、②下期6ヶ月分
（10月分～翌年3月分）は8月末までに、お近くの年金事務所にお申し込みください。

保険料を当月末の口座振替【早割】にすると
月々50円（年間600円）のお得！

当月末の
口座振替
【早割】

安心 自動引き落としで納め忘
れの心配がありません

簡単 １度の手続でＯＫ
手数料もかかりません

便利 金融機関等に行く手間と
時間が省けます

お得 早割・前納を利用して
お得な割引

14,980円

14,980円 14,930円 14,930円

14,980円 14,980円

50円割引 50円割引

★月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日となります。

★６月末に引き落とし★5月末に引き落とし

5月末までに納付 6月末までに納付 7月末までに納付

毎月、現金で
納付する場合

口座振替【早割】
にした場合
（5月分からの例）

４
月
分

５
月
分

６
月
分

４
月
分

５
月
分

６
月
分



❺ 社会保険 いばらき　2013.2月号 社会保険 いばらき　2013.2月号 ❷

日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に
常
時
使
用
さ

れ
、報
酬
を
受
け
て
い
る
人
は
、国
籍
・
年
齢
・
給
料
の
多
少
・
年
金

受
給
の
有
無
な
ど
に
関
係
な
く
、健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
て
も
、七
十
歳
に
達

し
た
人
は
厚
生
年
金
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
、健
康
保
険
の
み
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、健
康
保
険
は
七
十
五
歳
に
達
す
る
と
資
格
を
喪
失
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　「一
日
ま
た
は一
週
間
の
勤
務
時
間
」お
よ
び「
一ヶ
月
の
勤
務
日
数
」が
、そ
の
事
業

所
で
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
一
般
従
業
員
の
お
お
む
ね
四
分
の
三
以
上
あ

る
場
合
は
、パ
ー
ト
従
業
員
も
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　た
だ
し
、日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
人
や
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
人
は
、被

保
険
者
と
な
り
ま
せ
ん
。

　派
遣
さ
れ
た
先
で
就
労
し
ま
す
が
、派
遣
元
が
労
働
者
派
遣
契
約
に
基
づ
き
労

働
者
を
派
遣
し
、報
酬
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、雇
用
関
係
は
派
遣
元
と
労
働

者
と
の
間
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　そ
の
た
め
、派
遣
労
働
者
に
被
保
険
者
資
格
が
あ
れ
ば
、加
入
手
続
き
は
派
遣

元
の
事
業
主
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　適
用
事
業
所
で
適
法
に
常
時
使
用
さ
れ
て
い
る
外
国
人
も
、国
籍
を
問
わ
ず
健

康
保
険・厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
の
従
業
員
は

労
働
者
派
遣
会
社
か
ら
の
従
業
員
は

外
国
人
の
従
業
員
は

●詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

パ
ー
ト・派
遣・外
国
人
従
業
員
の

皆
さ
ま
も
健
康
保
険・厚
生
年
金
保
険
の

加
入
者
と
な
り
ま
す

1年度分または6ヶ月分の
口座振替による前納は『もっとお得です』

『クレジットカード納付』について
　クレジットカード納付は被保険者ご自身から事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が立替
納付を行うものです。（クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。）
　クレジットカード納付をご希望の場合は、年金事務所へお申し込みください。なお、クレジットカード納付では口座振
替による毎月振替【早割】はご利用できません。また、6ヶ月前納・1年前納の割引額は現金納付の割引額となります。

※月末が休日の場合は、翌営業日が引落日となります。
※原則として、初めて口座振替で1年度分の前納を申し込まれた方は13ヶ月分（3月分+4月分～翌年3月分）を、6ヶ月分の前納
を申し込まれた方は7ヶ月分（（3月分+4月分～9月分）または（9月分+10月分～翌年3月分））の保険料を引き落とさせてい
ただきますので残高不足にご注意ください。

●　口座振替が開始されるまで、お申し込み後2ヶ月程度かかります。お申し込みはお早めにお願いします。
●　すでに口座振替で前納されている方（引き続き第1号被保険者である方）は、毎年お申し込みしていただく必要はありません。
●　保険料額は平成24年度の額です。（平成25年度保険料額は変更となる予定です）

14,980円
14,930円

―　　

―　　

―　　

―　　

179,760円

179,160円

178,300円

177,720円

176,570円

175,990円

―  　

600円

1,460円

2,040円

3,190円

3,770円

―  　

300円

730円

1,020円

―  　

―  　

―

50円

―

―

―

―

89,880円

89,580円

89,150円

88,860円

―　　

―　　

平成24年度国民年金保険料納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

※一部納付（一部免除）されている方の口座振替は「毎月納付（翌月末振替）」のみのご利用となります。

■ 平成24年度■

最もお得

毎月お得

1ヶ月分 6ヶ月分 1年度分

● 4月分～9月分は4月末に一括引き落とし
● 10月分～翌年3月分は10月末に一括引き落とし

6ヶ月分（4月分～9月分、10月分～翌年3月分）の保険料を口座振替により
まとめて前納すると、現金で月々保険料を納付した場合に比べ、
それぞれ1,020円（年間2,040円）の割引になります。

月々翌月末までに納付

6ヶ月前納（現金納付）

6ヶ月前納（口座振替）

1年前納（現金納付）

1年前納（口座振替）

毎月振替・【早割】
（当月末振替の口座振替）

毎月納付（納付書による現金納付
及び翌月末振替の口座振替）

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

6ヶ月分の
口座振替前納

6ヶ月分保険料
（現金月々払い）

6ヶ月分保険料
（口座振替前納）

日本年金機構
Japan Pension Service

88,860円

1,020円割引
14,980円×6月
89,880円

4月末に一括引き落とし

1年度分（4月分～翌年3月分）の保険料を口座振替によりまとめて前納すると、
現金で月々保険料を納付した場合に比べ、

　　　年間3,770円の割引になります。

月々翌月末までに納付

1年度分の
口座振替前納

1年度分保険料
（現金月々払い）

1年度分保険料
（口座振替前納）

175,990円

3,770円割引
14,980円×12月
179,760円
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健康保険・厚生年金保険の加入もれはありませんか

●年金と税金
●国民年金保険料は口座振替が便利です
●職場の健康づくりを応援します
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職場の健康づくりを応援します

事業所で、日時、会場の設定と講演等の内容を定めて(一財)茨城県社会保険協会へ申し込みください。
なお、講師の都合等ありますので、１ヵ月くらいの余裕をもってお申し込みください。

　(一財)茨城県社会保険協会では、職場で働く皆さまの健康管理と健康の保持・増進のお手伝いとして、次の事業を行って
おります。「健康で明るい人づくり・職場づくり」のために事業所内での職場研修に是非ご利用ください。

申 込 方 法

一般財団法人　茨城県社会保険協会
TEL／029-226-8005　FAX／029-231-2522

〒310-0021　水戸市南町3-4-12　常陽海上ビル８階お問い合わせ
お申し込み

体力づくり
講習会
体力づくり
講習会

健康運動指導士を派遣し、
健康体操等の講話や
実技指導を行います。

健康づくり
講習会
健康づくり
講習会 費用は

無料管理栄養士等を派遣し、
ご希望に応じたテーマで
講習会を行います。 (一財)茨城県社会保険協会

が負担します。
テーマ

●病気の予防
●生活習慣病等

テーマ
●病気の予防
●生活習慣病等

一般的な年金相談に関するお問い合わせ
（東日本大震災で被災された方のお問い合わせもお受けいたしします）

「ねんきんダイヤル」

050または070から始まる
電話でおかけになる場合は

受付時間：

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

月　曜　日
火～金曜日
第２土曜日

午前8：30～午後7：00
午前8：30～午後5：15
午前9：30～午後4：00

03-6700-1165（一般電話）

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から
おかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「03-6700-1165」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

0570-05-1165（ナビダイヤル）

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」

050または070から始まる
電話でおかけになる場合は

受付時間：

※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

月～金曜日
第２土曜日

午前9：00～午後8：00
午前9：00～午後5：00

03-6700-1144（一般電話）
0570-058-555（ナビダイヤル）

「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、「ねんきん特別便」及び
「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から
おかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「03-6700-1144」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。


